
─ 9 ─

第 1 章　終了時評価調査団の派遣

1 － 1　評価調査の目的

（1）評価調査実施時点までの本件協力について、当初計画に照らし、プロジェクトの活動実績、

受入体制、カウンターパートへの知識・技術の移転状況などに関する終了時評価を行う。

（2）目標の達成度を評価したうえで、残り協力期間の協力方針と協力終了後のフォローアップ

の必要性について相手国側と協議する。

（3）評価結果から教訓および提言などを導き出し、今後の協力のあり方や実施方法の改善に資

する。

1 － 2　評価調査の背景・経緯など

市場経済への転換を図っているポーランドの課題は、景気拡大の維持、財政赤字の縮小および

インフレ克服、国営企業の民営化である。それらの実現のために産業政策が策定されていたが、そ

の実施のための諸制度の整備が急務となっていた。一方、わが国は 1993 年以来「産業政策」専門

家を派遣し、政策提言を行うとともに日本の経験および政策モデルを紹介してきた。産業政策を

さらに広範かつ具体的に実践するために、ポーランド側は日本に対し継続的な施策支援を要請し

てきた。

わが国は、1996 年 5 月に 3 年間の重要政策中枢支援スキームによる協力を開始した。基本的に

R ／D（討議議事録）に沿いながら中小企業振興と産業技術開発を重点分野とし、協力期間中に開

催されたステアリングコミッティーで日本・ポーランド双方で具体的な協力事項（TOR）を協議し

つつ、協力を実施してきた。

（調査対象案件）

・名称：ポーランド重要政策中枢支援協力「産業政策」

・協力期間：1996 年 5 月 15 日から 1999 年 5 月 14 日まで（R ／D 署名：1996 年 4 月 1 日）

・協力実績（1999 年 3 月 31 日現在）：

専門家派遣　長期 3 名（産業技術開発、中小企業振興、産業開発）

短期　12 名（産業開発、産業技術開発（2）、経済予測、産業技術分析、生産

性向上、中小企業振興（2）、ブランドイメージ、地域開発（2）、

生産性向上）

カウンターパート研修　8 名（1997 年度 3 名、1998 年度 5 名）

機材供与　1678 万 4000 円（Technology Agency に対するコンピューター機材の供与など）
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1 － 5　評価調査の方法

（1）対応方針概要

1）当初計画に対し、協力活動実績（専門家、研修員、機材供与）、相手国受入体制および目標

達成度、ならびに政策支援としての効果について評価する。

2）残り協力期間の協力方針とフォローアップについて協議する。

3）評価結果を討議議事録などで双方確認する。

（2）調査項目

「評価 5 項目」を念頭に、以下の点について調査する。

1）計画の妥当性

2）協力目標の達成度

3）協力手段・実施体制の効率性

4）本協力の及ぼした効果

5）今後の発展の見通し

具体的には評価項目案（p.13 参照）に従った。

（3）評価者

派遣専門家、カウンターパート、および調査団（国内支援委員他）による総合評価

（4）評価事項および視点

上記「評価 5 項目」、評価項目（案）に基づいて評価を行うが、特に以下の視点を取り入れた

形の評価にするよう留意する。

1）政策立案段階での情報支援と助言（R ／ D に基づく評価＝ポーランド側の期待）

a）協力のインプット（専門家派遣・カウンターパート研修員受入・機材供与）、活動（TOR

実施状況、提出物のタイトルと数、セミナー開催数／対象者／参加者数など）を明らか

にする。

b）特に個々の TOR が具体的にどのように役立ったか／役に立たなかったかをポーランド

側から確認する。

2）政策支援としての効果（日本側の期待）

a）相手国での協力の定着度と影響度について確認を行う。すなわち、アウトプット（政策
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立案、政策手段の策定、政策実施の過程において効果があった事項）を明らかにする。

3）定着度と影響度を確認する際の切り口

a）政策立案、政策手段策定、政策実施の際の技術、知識、考え方が定着したか。技術、知

識が利用されたか。どのように定着／利用されたか。

b）政策、政策手段、政策実施に変化がもたらされたか。

c）新しい政策、政策手段ができたか。

（5）調査の方法

1）評価フレームワークの確認〔評価討議議事録（案）に沿って、日本・ポーランド双方で確認

する〕

2）日本側協力実績の確認

a）インプット（専門家派遣・カウンターパート研修・機材）

b）アウトプット（政策立案、政策手段の策定、政策実施の過程において効果があった事項）

c）活動（TOR 実施状況、提出物のタイトルと数、セミナー開催数／対象者／参加者数など）

3）ポーランド側が上記 1）をどう受け止めているかを確認

a）クエスチョネアの分析

b）合同評価ステアリングコミッティー（11 月 17 日および 20 日）および評価ヒアリング（11

月 17 ～ 19 日）において確認する。

4）専門家チームの自己評価

a）専門家から提出のあった自己評価を分析

b）長期専門家との協議（11 月 16 日）の場で確認する。

5）分析

a）上記 1）～ 4）をもとに分析のうえ、評価討議議事録（資料 1）および評価報告書にまとめ

る。

b）評価討議議事録は主に R ／ D に基づいた評価内容とする。

c）評価報告書は専門家が行った活動全般を盛り込み、提言や教訓を含み、今後の重要政策

中枢支援協力の参考に資する内容とする。
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（6）協力残り期間の協力計画

評価結果を受けて、協力残り期間の協力計画を再確認する。

（7）協力終了後のフォローアップ

評価結果を受けて、協力終了後の協力について、現時点でポーランド側より要望の出され

ている関連案件について、視察が必要なものは視察し、再確認する。

［評価項目案］

1．計画の妥当性

（1）R ／ D の上位目標の妥当性

受益者のニーズとの整合性・開発政策との整合性

産業政策協力の意味と必要性

（2）R ／ D のプログラム目標の妥当性

上位目標との整合性、実施機関の組織ニーズとの整合性

（3）TOR の妥当性と R ／ D の上位目標およびプログラム目標との整合性

（注 1）　TOR については R ／ D には記載されていないが、協力開始後、具体的な協力活動

としてポーランド側との合意のもと実施されたもの

（4）計画の妥当性について問題点の有無

計画の妥当性に問題点があった場合はその要因

2．協力目標の達成度

（政策担当者や経済省にとって技術的側面でどのように有効であったか）

（1）協力実績

協力項目（TOR）への対応と TOR 以外の活動

ポーランド政府が産業政策を改善・強化して、EU 加盟、OECD 加盟、およびWTO の基

準に合致するような競争力ある産業構造を構築することを支援する。

ポーランドに必要な産業政策の実施につながるような産業施策を提案する。特に①中小企

業振興、および②産業技術の 2 つの分野でポーランド側カウンターパートに対して専門的な

アドバイスをする。
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（2）阻害要因・促進要因

ポーランドにおいて産業政策協力が成立する環境条件の分析

（注 2） R ／ D には記載されていないが、協力のアウトプットと協力活動（TOR）を次のよ

うに整理する。

アウトプット：政策立案、政策手段の策定、政策実施の過程において達成された事項

（注 3）　協力活動（TOR）、アウトプット、協力目的の各レベルで協力が「どのような場面で」

「どのような意味で」有効であったかを分析する

3．協力手段・実施体制の効率性

（1）専門家派遣とカウンターパート研修員受入れの人数とタイミング、および供与機材の質・

量・タイミングの妥当性、現地業務費の妥当性

（2）協力活動（TOR）やアウトプットの質・量・タイミングの妥当性

（3）プロジェクトの支援体制

（4）他の協力形態とのリンケージ

日本の官民各種協力との連携・ポーランド経済省以外の組織との連携

4．本協力の及ぼした効果（政策目的にいかに有効であったか）

（1）直接的効果（R ／ D のプログラム目標レベル）

（2）間接的効果（R ／ D の上位目標レベル）

（3）その他の間接的効果

本件協力が日本・ポーランド二国間関係に及ぼした影響

（政策に関する日本・ポーランド相互理解の深化、日本・ポーランドの新たな協力関係の促

進など）

5．今後の発展の見通し（現状を長期的展望のなかに位置づけ評価する）

（1）総論（産業政策立案・実施に関するポテンシャルについて）

（2）各論（中小企業政策、技術開発政策、地域政策など）
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第 2 章　評価結果

日本・ポーランド双方による合同評価ステアリングコミッティーを開催し、以下を確認して評

価討議議事録（資料 1）に署名をした。

（注）本要約における実績は評価討議議事録が署名された 1998 年 11 月 20 日時点のもの

2 － 1　協力実施の経過

（1）事前調査団の派遣　1995 年 11 月 25 日～ 12 月 2 日

（2）実施協議調査団の派遣　1996 年 3 月 27 日～ 4 月 5 日

（3）R ／ D の締結　1996 年 4 月 1 日

（4）協力期間　1996 年 5 月 15 日～ 1999 年 5 月 14 日

（5）専門家の派遣

和田　正武　専門家（リーダー・産業技術開発）

1996 年 5 月 27 日～ 6 月 6 日、8 月 18 日～ 9 月 13 日

1997 年 3 月 16 日～1999 年 3 月 15 日

海堀　昇平　専門家（中小企業振興）

1996 年 5 月 27 日～1999 年 3 月 31 日

高橋　正義　専門家（産業開発）

1996 年 5 月 27 日～ 6 月 16 日、1996 年 11 月 25 日～ 1998 年 11 月 24 日

吉岡　真史　専門家（マクロ経済予測）

1997 年10 月12 日～10 月22 日

村上　武志　専門家

1997 年 10 月 19 日～ 11 月 1 日

浜名　恒美　専門家

1997 年 3 月 1 日～ 3 月 20 日

（6）カウンターパート研修員

Ms. Dobrzynska Ewa, Department of Craft,  Small and Medium Sized Enterprises De-
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partment

1999 年 3 月 14 日～ 3 月 24 日

Mr. Kazimierz Cwalina, Department of Economic Strategy Division of Economic Pro-

grams

1998 年 3 月 12 日～ 3 月 31 日

Mr. Miroslaw Lwinski, Technology Agency

1998 年 3 月 24 日～ 4 月 9 日

（7）機材供与

技術開発公社（Technology Agency ： TA）に対するコンピューターシステム

（8）ポーランド側による便宜供与

執務室および設備機器の提供

2 － 2　計画の妥当性

（1）R ／ D の上位目標の妥当性

1990 年以来、ポーランド政府の産業政策に対する考え方は変化していない。ポーランド政

府は継続的に経済改革を推進しており、よりよい産業政策策定をめざしている。政策の一貫

性があるだけではなく、むしろ現在は経済改革のスピードアップを図る必要性が出てきてい

る。このような状況のもとで、本協力の上位目標は時宜を得たものであり、ポーランド政府

のニーズ、国家の政策に合致したものである。

（2） R ／ D のプログラム目標の妥当性、上位目標との整合性、実施機関の組織ニーズとの整合性

ポーランドがより競争力のある産業構造を築くためには、中小企業振興、産業技術開発そ

して戦略的な産業開発は重要で、着目すべき分野である。本協力はポーランド側の期待に沿っ

たものであり、プログラム目標は上位目標と整合しているものであった。

（3）TOR の妥当性と R ／ D の上位目標およびプログラム目標との整合性

各アウトプットやTOR はステアリングコミッティーで十分議論されて決定されており、プ

ログラム目標に沿ったものである。アウトプットや TOR は日本側専門家による日々の協議、

アドバイス、レポートなどの文書類、提言、セミナー／ワークショップ、そして専門家の発

案による活動の形をとった。
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2 － 3　協力目標の達成度

（1）協力実績

協力項目（TOR）および TOR への対応、TOR 以外の活動についての詳細は評価討議議事録

中のリスト（Achievement of Terms of References）を参照のこと。

1）協力活動（TOR）レベルでの主な達成事項

a）戦略的な産業開発について

（中期経済予測）

・経済省にとって経済モデルの理論は非常に有効であり、日本の経験も活用できた。経

済戦略局はこの仕事を今後も続けていく予定で、日本の協力の結果として、ポーラン

ドが独自に経済予測ができるようになるであろう。

（政策金融）

・政策金融は実現しなかったが、日本の経験はポーランドにとって興味深いものであっ

た。

（産業政策）

・セミナーなど産業政策を支える事柄についての活動は非常に有効であった。

（生産性向上プログラム）

・HOPP 運動は企業経営、生産性向上に関して非常に効果があった。

b）経済政策について

「Concepts  of  medium-term nat ional  economic development  s trategy t i l l  the year

2002」についての日本の専門家からのコメントは貴重なインプットであった。

c）産業技術政策について

産業技術に関する専門家からのアドバイス（経済省やテクノロジー・エージェンシーへ

の情報や提言）、テクノロジー・エージェンシー情報センター立ち上げのための機材供与な

どは有効であった。

テクノロジー・エージェンシーに対する協力は、全体としてエージェンシーの活動プロ

グラムや指針を策定するうえで非常に有効であった。

R ＆ D 政策や R ＆ D ユニットへの技術協力は組織改編のために役に立った。

d）地域政策について

技術移転についての情報は地域政策の観点からも提供された。日本の地域経済開発の経

験はポーランドの関係者にとって参考となった。

特にポーランドは現在地域開発政策を重点事項としており、日本のこの分野での協力は

有効に活用できた。
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e）中小企業振興について

日本の専門家の協力は中小企業局にとって有効なものであった。専門家のレポートは 50

分野以上をカバーし、必要な知識、方法論を提供した。

情報は経済省だけでなく産業界にとっても有効で、専門家のアドバイスは実際に中小企

業でも活用された。

中小企業振興局のプロジェクトについての専門家の意見はポーランドにとって考え方を

検証するうえで役立った。

専門家は日本の情報だけでなく、他国の中小企業政策についての情報も補足情報として

提供し、政策を立案していくうえでの参考となった。

2）アウトプットレベル

a）政策策定

次の政策文書を作成した際に日本の専門家からのレポート類は役に立った。

Program of Support ing Development of  Regional  Inst i tut ions Acting to Promote

Technology Transfer － approved by the Council of Ministers in March 1997

Assumptions  of  Long-term Industr ia l  Pol icy t i l l  2010 － approved by Economic

committee of the Ministers' Council in June 1997

Economic Activity Law － the draft law accepted by Council of Ministers and sent

to the Parliament

The Middle-term Concept of the Country's Economic Development till 2002 － draft

sent to Council of Ministers

Assumptions of Government Policy towards Small and Medium Enterprises in the

Years 1998 －2001

Issues related to supermarket expansion

b）政策実施

技術情報システムが設立された。このシステムはテクノロジー・エージェンシーと協力

しつつ技術移転を図ろうとする企業やR ＆D ユニット、そしてその他の機関にとって役立
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つものとなっている。

テクノロジー・エージェンシーにより産業技術や政策についてのセミナーが実施される

ようになった。

c）モデルプロジェクト

HOPP プログラムは従業員のメンタリティーに変化をもたらし、生産性向上について大

きな効果があった。また、このプログラムは特に財政的負担なくコーポレートカルチャー

によい意味で変化をもたらし、企業の市場における位置づけを向上させた。

3）プログラム目標レベル

専門家によってもたらされた情報は、ポーランド側にとって問題を解決する際や産業政策

の策定や実施にあたってその裏づけとなるものであった。

モデルプロジェクトは生産性向上について大きな成果があった。この運動は今後の政策実

施の基盤となる。

技術情報センターは産業技術政策の実施に際して重要な基盤となる。

2 － 4　協力手段・実施体制の効率性

（1）専門家派遣とカウンターパート研修員受入れの人数とタイミング、および供与機材の質・

量・タイミングの妥当性

1）インプットの特徴

日本側の協力は限られた項目についての知識や情報を提供するものではなく、多面的なも

のであった。多くの分野についてセミナー、研修、ワークショップ、経験の交換、日本側の

発案による活動が行われた。

2）専門家

評価調査の時点までに派遣された 3 名の長期専門家と 6 名の短期専門家の協力分野はポー

ランドのニーズにあったものであった。特に経済予測は最も時宜を得たものであった。日本

の専門家の協力はさまざまな問題解決に役立った。

3）カウンターパート研修

3 名のポーランド側カウンターパートが日本で研修を受け、知識の幅を広げることができ

た。また、カウンターパートは帰国後、その経験や知識をポーランド側スタッフにも伝えた。
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4）機材

テクノロジー・エージェンシーへ供与された機材は技術情報システムの設立のために使わ

れ、企業、R ＆ D ユニット、その他関係機関の技術移転のための基盤となっている。

会議に必要な機材類やコンピュータープログラムも活用されている。

（2）協力活動（TOR）やアウトプットの質・量・タイミングの妥当性

1）レポート、文書類

長期専門家は 100 編を超えるレポートと文書類を提出し、ポーランド側関係者の知識の幅

を広げ、経済省が文書を作成したりプログラムを作成する際の貴重な参考情報となった。

2）セミナー、シンポジウム、ワークショップ

セミナー、シンポジウム、ワークショップについては 36 回開催され、日本側長期、短期専

門家が知識や考え方を紹介した。

3）アドバイス、協議

日々のアドバイス、協議のなかで、ポーランド側は長期、短期専門家から専門的な知識を

吸収することができた。

日本の専門家が扱ったテーマは非常に幅広く、資料 1 の評価討議議事録に添付されたリス

ト Achievement of Terms of References に詳細が掲載されている。ポーランド側にとって

は新しい仕事の仕方、さまざまな課題解決に向けての新しいアプローチを学ぶ機会となった。

（3）プロジェクトの支援体制

ステアリングコミッティーが 10 回開催され、計画の内容、スケジュールが議論され、準備

された。また、ステアリングコミッティーでは各種問題が取り上げられ、その解決方法が議

論された。

（4）その他の協力プロジェクトとの連携

1）JICA の協力

－省エネルギー計画マスタープラン調査（開発調査）

－コニン県地域総合開発計画調査（開発調査）

－国有企業リストラクチャリング計画調査（ミエレツエンジン社）（開発調査）

－ワルシャワ経済大学
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2）民間のプロジェクト

－日本側専門家チームは日本の民間セクターから調査団への協力と情報の提供を行った。

2 － 5　本協力の及ぼした効果

（1）直接的効果（プログラム目標レベル）

日本の専門家から提供された考え方は、プログラム目標に含まれている 3 分野で何らかの

修正はあるものの採用された。

経済省傘下のテクノロジー・エージェンシーは、同国が保有する産業技術のデータベース

化と、その公開による市場の形成を行った。あわせて供与されたコンピューターと周辺機器

の活用により、同国の技術需要と供給のマッチングを図った。

日本的生産性向上のモデル企業として選定された国営機械工場ウルスス・ツールワークス

社は、生産効率の上がるマナーや職場改善を行い、用具製作部門の分割民営化を実施した。

（2）その他

本協力は日本企業のポーランドの市場に対する関心を高め、ポーランド国の状況を理解す

る助けとなった。

日々のコミュニケーションや人の往来により、日本・ポーランド双方の理解を向上させた。

2 － 6　今後の自立発展の見通し

（1）地域開発政策

EU 加盟交渉国は、国内地域間格差の是正を求められており、そのために必要な構造基金が

EU に用意されている。本件協力期間中に協力分野のひとつとなったもの。ポーランド国経済

省も専門部署としての地域開発局新設を予定しており、産業政策専門家の任期延長により地

域開発政策をフォローする予定。

（2）中小企業振興

本件協力のなかで実現できなかった政策金融機関設立のため、たとえば日本輸出入銀行か

らのローンを引き出すために、ポーランド側は引き続き努力する必要がある。もとよりポー

ランド側はその重要性を認識しているので、日本側も政府保証の取り付けなどの助言や必要

なサポートを在外公館などを通じて行うことは必要。

（3）技術市場振興と技術革新政策

本件協力のなかで技術市場の確立は行えたので、今後テクノロジー・エージェンシーはこ
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のデータベースのメンテナンスを細かに行う必要がある。

また、テクノロジー・エージェンシーは、有用な新技術に対する資金供与のためのさらな

る予算の確保が望ましい。

（4）試験研究機関の再編

ポーランドの国立研究機関は 250 を数えるが、なかには似たような研究を行っている例も

あり、応用研究を行っている研究施設は独立採算を求められる傾向があるため、必要な統廃

合を行うことにより国からの補助金の有効活用を行う必要がある。

以上の点については本件協力期間中に専門家チームから提言などを行っているものであり、

必要性は自覚されており、十分ポーランド側の努力により実施し得るものである。



─ 23 ─

第 3 章　評価結果の総括

本協力はその目的をおおむね達成したことを日本・ポーランド双方で確認した。過去 2 年半の

間、ポーランドの省庁再編に伴う協力実施機関の変更や現在のポーランドの状況は戦後日本のそ

れとは異なるが、流動的な状況下にもかかわらず、協力は課題に十分に対応した。特に長期専門

家は、R ／ D 署名後にポーランド側から新たに提出された課題にも柔軟に対応した。

3 － 1　今後の協力のあり方

（1）残り期間の協力計画（3 月 31 日時点）

1998 年11 月 高橋専門家の任期終了　11 月 24 日

中小企業分野の短期専門家派遣　11 月 23 日－ 12 月 20 日

村 上 　 糾氏（株式会社サイエス）

宮川　直久氏（株式会社サイエス）

　　　12 月　　 ブランドイメージ分野の短期専門家派遣　12 月 5 日－ 12 月 11 日

愛甲　次郎氏（ソニー株式会社顧問）

1999 年　1 月　　 カウンターパート研修（3 月までに 5 名程度招へい予定）

　　　　2 月　　 ラップアップセミナー開催

地域開発分野の短期専門家派遣　2 月 27 日－ 3 月 9 日　　　　

吉野　隆治氏（財団法人日本立地センター）　

春田　尚徳氏（株式会社アバンアソシエイツ）

生産性向上分野の短期専門家派遣

高橋　正義氏（JICA 専門員）　3 月 7 日－ 3 月 18 日

　　　　3 月　　 和田リーダーの任期終了　3 月 15 日

（ただし、延長予定－ 2000 年 3 月 15 日）　　

海堀専門家の任期終了　3 月 31 日

　　　　4 月　　 国際シンポジウム開催

（フォローアップの短期専門家の派遣）

　　　　5 月　　 （フォローアップの短期専門家の派遣）

重要政策中枢支援協力としての協力期間の終了　5 月 14 日

（2）本件協力の関連分野、派生分野の要望の要請背景確認

本プロジェクト終了後のフォローアップおよび本プログラムの派生分野の専門家要望につ
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いて、次のとおり確認した。すべて 1999 年度案件として、在ポーランド日本国大使館を通じ

てポーランドより要請のあったものである。

1）「産業政策フォローアップ」（経済省）長期専門家（1 名× 24 カ月）要請

本件協力期間の途中から付加された地域開発政策分野の協力を行う専門家の要請だが、協

議の結果、本件協力を通してポーランドの事情を把握している和田専門家が、本件協力にお

ける他の分野のフォローとともに、1 年間の任期延長で対応することとした。

2）「産業技術開発」（テクノロジー・エージェンシー）短期専門家（2 名× 6 カ月）

上記 1）で和田専門家が任期延長した場合、地域開発政策に重点を移すため、担当してい

た産業技術開発について、ポーランドが比較優位をもてるであろう技術の特定とその振興策

について助言を行う専門家（2 名× 1 カ月程度）の派遣を行うこととした。

3 － 2　教訓と提言

（1）教訓

重要政策中枢支援の評価第 1 号として政策提言型協力を今後実施する際に参考となると思

われる点を、以下にまとめた。

1）使用言語について

長期専門家はポーランド側の仕事の進め方、振る舞い方、考え方を把握し、「話し合える」

ようになるまで時間を要した。その一因として言語の問題が考えられる。

ポーランド社会では圧倒的にポーランド語が使用されているが、これが時には専門家が協

力活動を円滑に進めるうえでの妨げとなった。まず、資料はほとんどがポーランド語で作成

されているため、必ずしも十分な情報、資料にアクセスできなかった。専門家がレポートを

作成する際にも、収集資料を英語あるいは日本語に翻訳して状況を理解し、提出時にはポー

ランド語に翻訳するなど、数段階の翻訳が必要となった。

また、局内会議はポーランド語で行われるため、参加が限定され、日常的に起きている事

柄のフォローが難しかった。ステアリングコミッティーにおいてもポーランド側の担当者は

必ずしも英語が話せるわけではなく、コミュニケーションにやや問題があった。

専門家は以上のような条件を与件として産業政策支援を行わなければならなかった。

異文化社会のなかで協力を行っていくには種々の困難が伴う。しかしながら、それを少し

でも軽減するためにポーランド側と協力開始前に使用言語について合意を得ておくことと、

翻訳などについての対応方法を立てておく必要があったと思われる。



─ 25 ─

2）ポーランド事情理解の重要性

長期専門家にとって、体制移行の過程で大きく変化を遂げつつあるポーランドの政策決定

の仕組みを理解するのは時間を要した。この理解が協力遂行には必要不可欠であり、このプ

ロセスをいかに早い時期に完了させておくかが、現実を踏まえた提言・アドバイスを行い、

残り協力期間の協力を効果的に進めるカギとなる。

本件のような政策支援型の協力にあたっては、現地の事情を十分に把握することが肝要で

ある。そのため、専門家を長期に派遣することが大きな意味をもち、さらにはその専門家が

ポーランド政府内に食い込めるような環境（執務場所）整備が重要となる。

ちなみに、評価調査の際にはすでにポーランド事情を深く理解した長期専門家の派遣期間

の延長が要請された。

ポーランド経済省は、政策立案・実施にあたっては広く EU 諸国、OECD などから情報や

ノウハウの収集、吸収に努めている。そのなかで長期専門家は、日本の専門家としてどのよ

うな特色をもって情報・ノウハウを提供するかを考えつつ協力を行った。日本の産業政策が

策定され実施された時期と、ポーランドが現在置かれている状況では、外部環境や国内組織

体制が異なるために、日本の経験をポーランド産業政策にそのまま応用することは難しい。

日本の経験を紹介するにとどまらず、EU 加盟をめざすポーランドに対する政策支援協力

実施に際しては、欧州、とりわけポーランドの周辺国の状況を踏まえたうえで政策提言をす

ることが必要であり、長期専門家の情報収集のための任国外出張などの機会を弾力的に設け

ることが、有効な協力につながるものと考える。

3）産業政策策定支援におけるアプローチ

政策支援型の協力にあたっては、政策策定とその実施についてマクロ的なアプローチとミ

クロ的なアプローチの両方をバランスよく組み合わせて実施することが必要であり、協力計

画立案の段階から両アプローチを盛り込んでおくことの重要性が再認識された。

4）柔軟な対応の必要性

政策支援型の協力は社会・経済状況の変化に特に影響を受けやすく、柔軟に対応すること

が重要であり、協力計画についてはそのときの状況に合わせて見直す必要がある。

5）協力計画見直しの重要性

本件協力においては計画（活動内容）は大きな枠組みのみ定め、詳細な活動内容すなわち

実際に専門家が取り組んだ TOR は、協力期間中に開催されたステアリングコミッティーの

場で決定された。R ／ D 署名時以降、省庁再編や EU 政策の影響などで外部環境が変化し、
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ポーランドの産業政策の重点が変化するなかで、協力の方向性の確認のため、協力の進捗を

モニターしつつ活動内容を柔軟に決定したステアリングコミッティーは貴重な場であった。

今後の重要政策中枢支援協力を行う際には、R ／D 署名後の協力期間中に1 年に一度程度、

中間評価あるいは協力計画見直しの機会を設け、長期専門家だけでなく両国の関係者の認識

を同一にするよう努力するのが望ましいと思われる。

6）産業政策策定／実施に関係する機関とのネットワークの重要性

協力の実施にあたって、日本側専門家にはまず、経済省内で主管・関連部局とネットワー

クを構築することが必要不可欠であった。さらに、政策を実現し、円滑に実施に移していく

ためには、経済省は他省庁、他機関、人脈との連携が必要となるが、政府機関の力関係や所

掌分野についての情報は協力開始後に徐々に知られることとなった。

結果的には、専門家は情報の不足するなかで個人的なネットワークを探りつつ協力活動を

進め、経済省と他組織との間に新たな関係を築いた。これも貴重なアウトプットであったと

思われる。

しかしながら、政策支援協力を計画する際には、政策策定や実施に関連する機関も早めに

協力の枠組みに含めることが重要である。

以上のことから政策支援は知的支援であり、その成果・効果の評価は厳しい。それは情報、

知識としての移転が中心で、実際に目に見えるものを構築する協力とは異なるため、成果が

出るにも時間がかかり直接的な成果としては表れにくいからである。また、TOR のほか、対

応した業務内容や専門家の仕事の姿勢など、インプットとしてカウントしにくいものが多い。

そこで、ひとつの指針として次の 4 つの観点もあわせ評価した。

1）日々の業務においてどの程度有効、役に立つ参考情報を提供できたか。

2）欧米に比較して入手しにくい日本の情報を提供できたか。

3）ポーランド側の策定、実施する産業政策に対する信頼性を協力活動によってどのくらい

補強できたか。

4）実際の改革へどのくらいアイデアが採用されたか。

（2）提言

日本・ポーランド双方の甚大な努力にもかかわらず、残念ながら政策金融は実現しなかっ

たが、今後の課題として引き続き検討すべきである。

日本側は経済省が本協力の結果を活用することを希望している。特に将来にわたって進展

が予想される項目については、慎重なモニタリングとフォローアップが望まれる。
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日本側は産業政策策定および実施段階において、マクロアプローチとミクロアプローチを

連携させることを強調した。

産業政策の円滑な実施のためには経済省は他の省庁、団体および企業と連携し、その分析

能力を強化するべく情報の流れの改善を図ることが望ましい。

経済省は政策実施にかかわる能力形成（キャパシティービルディング）により注目すること

が望まれる。





資　　　料

1 評価討議議事録

2 ミーティング議事録
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